
業 種 一 覧 表

大 分 類 中 分 類 小 分 類

農業､林業､漁業・農業

・林業

・漁業

鉱 業 ､ 製 造 業・鉱業

・製造業

建設業､不動産業・建設業

・不動産業

電気･ガス･熱供給・電気業

・ガス業

・熱供給業

水道業､通信･運輸業・水道業

・通信業 電信・電話

・運輸業

卸 売 ･ 小 売 業・卸売業

・小売業

飲 食 店 業・一般飲食店

・料飲関係風俗営業 料亭､バー､キャバレー､ナイトクラブ､酒場､ビ

ヤホール

・酒類提供飲食店（風営法第３３条に規定するもの）

金 融 ･ 保 険 業・銀行・信託業

・その他の金融業･金融附帯業･投資業 農林水産金融業､中小企業･庶民･住宅等特定目

的金融業､補助的金融業､金融附帯業､投資業

・証券業・商品取引業

・保険業・保険媒介代理業

サ ー ビ ス 業・保険サービス業

（娯楽業を除く｡）・物品賃貸業(リース業)

・旅館、ホテルその他の宿泊所(ラブホテル業を除く）

・ラブホテル業(風営法第２条第６項第４号に規定するもの）

・洗濯業

・理容・美容業

・浴場業(個室付浴場業を除く｡)

・個室付浴場業（風営法第２条第６項第１号に規定するもの）

・風俗関連営業(風営法第２条第６項に規定するもの(個室付浴 場業､ラブホテル

業､ストリップ劇場を除く｡))及びデートクラブ､テレフォンクラブ等性風俗に関

する営業

・医療業、保険衛生業

・廃棄物処理業

・その他のサービス業 家事サービス業､放送業､駐車場業､自動車整備業､その他の修

理業､協同組合情報サービス･調査･広告業､その他の事業サー

ビス業､宗教･教育･社会保険･社会福祉･学術研究機関､政治･経

済･文化団体､その他のサービス業､商工会

娯 楽 業・映画業､劇場､興業場､興業団(ストリップ劇場を除く｡)

・ストリップ劇場(風営法第２条第６項第３号に規定するもの）

・競輪・競馬等の競技団

・体育館､ゴルフ場､ボーリング場、テニス場、公園、遊園地

・麻雀クラブ

・パチンコホール

・その他の遊技場（ダンスホール等）

・その他の娯楽業(芸妓業）

公 務・国家機関

・都道府県機関

・市町村機関

そ の 他 の 産 業



※ 業種名については、基本的には「業種一覧表」の中分類又は小分類に掲げ
られている業種名から最も適当なものを選んで下さい。ただし、「その他の
・・・」に該当する業種については、「業種一覧表」の中の語を用いる必要
はありません。


